
１．事業利用のご連絡 

 結婚世話人事業のご利用を希望される 

方は、熊本市子ども政策課までご連絡くだ

さい。 

 

４．お引き合わせの調整 

 見つかったお相手とのお引き合わせを 

希望される場合は、担当の結婚世話人を 

通して日時等を調整します。 

熊本市結婚世話人事業とは… 

 結婚を希望する独身者を地域全体で応援

する仕組みづくりとして、熊本市が実施 

している事業です。 

 熊本市にボランティア登録をしている 

熊本市結婚世話人を通して、結婚を希望 

する独身者の引き合わせ等を行います。 

  

相談料・紹介料について… 

 相談料・紹介料は無料です。 

 お見合い等にかかる飲食代等は自己負担

になります。 

 

情報の利用・管理について… 

 独身者から収集した個人情報は、この事

業の目的以外には利用しません。 

２．申込書の記入 

 担当の結婚世話人と相談しながら、結婚

相談登録申込書を記入していただきます。 

５．引き合わせ 

  

 ３．結婚世話人による情報交換 

 作成していただいた結婚相談登録申込書

をもとに、結婚世話人の間で独身者の情報

を交換します。 

６．交際の意向確認 

 引き合わせの後、担当の結婚世話人に交

際のご意向を報告してください。それぞれ

のご意向を確認したうえで、担当の結婚 

世話人から結果をご連絡します。 

 

ニックネーム、仕事、年齢、性格、趣味、自己PR、 

お相手へのご希望（年齢、職業など）等 

私の担当の独身者と、あなたの

担当の独身者は、性格も趣味も

合いそうだね。 

そうね。一度会ってもらおう

かしら。 

日時、場所、結婚世話人の立会い等 


